
 

 

日本では、介護や保育にかかわる労働はなぜ、 

賃金が低いのでしょうか？ 

介護や保育は、女性が家庭内で無償で担うことが 

当たり前と考えられてきた歴史から、いまでも「女性の労働」

と考えられているためではないでしょうか。 

「いのちを育む」たいせつな仕事が適切に評価されず、低賃

金・重労働では持続可能な社会になりません。 

女性が働く環境をジェンダー視点で考え、国際的に進められ

ている「女性差別撤廃条約」について学習します。 

日 時： 2022年 5 月 14 日（土）14 時 ～ 16 時 
 

会 場：区民・産業プラザ 3 階 多目的室 （ココネリ 3 階） 
 

講 師：浅倉むつ子さん （東京都立大学名誉教授・早稲田大学名誉教授） 

 

参加費：会場参加 資料代など 500円  
オンライン参加  無料（接続するための通信料等はご負担ください） 

定 員：会場 15人、オンライン 30 人 

申 込：電話（03-3993-4899）もしくはグーグルフォーム↓ 

オンライン参加申込みはWebのみ  
5月１０日（火）までに申し込みをお願いします。 

オンライン申込みの方には別途案内を返信いたします。 

※感染対策は各自でお願いします。 

新型コロナ感染の状況によっては定員の変更または会場上映会を中止する場合があります。 

（問い合わせ） 練馬・生活者ネットワーク （平日 10時～17時） 

練馬区練馬 1－15－1－302 ℡03－3993－4899 Fax03－5999－4632 

メール info@nerima-net.gr.jp   HP：練馬・生活者ネットワーク 

 

 

 

学習会 介護や保育、いのちを育む 

労働の賃金が低いのはなぜ？ 
ジェンダー平等の視点で考える 

  

 


